
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
突然襲ってくる竜巻に 

どのように備えればいいのか 
 大きな自然災害は突然やってくるもので

す。９月２日午後２時から２時半ごろにか

けて埼玉県越谷市と千葉県野田市などで竜

巻が発生しました。 

 私がこの竜巻の第一報を聞いたのは当日

の３時半くらいでした。翌３日午前９時に

は、私と同僚国会議員のほか、畠山県会議

員、そして地元越谷市の議員が現地に集合

し、その後、被災現場に駆け付けたのでし

た。 

 

●竜巻被害で発揮される 

地域社会の相互扶助 

 越谷の被災地域で最も大きな被害を受け

たのが学校の給食センターでした。ヘルメ

ットをかぶってその建物の内部に入ってみ

ると、一面に割れたガラスが散乱しており、

天井の一部がはがれていた場所もあります。

給食センターの職員の方から話を聞いたと

ころ、竜巻に襲われた様子を次のように語

ってくれました。 

「黒い竜巻が見えたと思ったら、一瞬に

してそれに巻き込まれてしまいました。も

ちろん逃げるにも逃げられず、何とか机の

下や柱の陰に隠れるのが精一杯でした。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私が竜巻の被害を見たのも今回が初めてで

す。竜巻が通過したところは電信柱が倒れて 

おり、縦３メー

トル横５メート

ルもの大きな鉄

の屋根が１００

メートルくらい

も飛んできて電

信柱にへばり付

いている光景も

目にしました。

死亡事故が起き

ても不思議では

ないくらいの突

風のすさまじさ

です。 
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埼玉県の職業能力開発施設である中央
技術専門校では、高校卒や大学卒の学
生が熱意をもって授業に臨んでいま
す。私の手がけた求職者支援制度を利
用して通学している生徒もおり、学校
全体の就職率はほぼ１００％に上りま
す。公的分野の担う職業訓練について
の認識を新たにしました。  

 

 

 

越谷市立第二学校給食センター屋内 

越谷市内被災現場 



 被害の幅の狭い竜巻の場合、同じ地域で

も大損害を受けたところとまったく被害が

なかったところが鮮明に分かれているので

すが、そこが地域全体が被害を受ける地震

や台風などとの最大の違いです。 

  つまり、町内会全体が被災するのではな

く町内会の幅１００～２００メートルだけ

が甚大な被害を受けることになります。実

際、越谷市では地域の人たちが総出で瓦礫

処理や物の運搬、吹き飛ばされた屋根にブ

ルーシートを張るなどの援助を行っていま

した。改めて相互扶助が働く地域社会の大

切さを痛感したのでした。 

 ３日午前中に被災地を回った後、午後１

時から越谷市長と会って、国や県として被

災対応で協力できる点について意見交換を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●今後の竜巻被害への取り組みについて 

 私もまさかこんなに大きな竜巻被害が都

市部の埼玉県で起こるとは想定していませ

んでした。地震や台風の防災マニュアルは

あっても竜巻の防災マニュアルはありませ

ん。今後、竜巻のような限定的な激甚災害

に、国として災害補償のあり方や予報の充

実についても、しっかりと取り組んでいか

なければなりません。 

昨年の茨城県つくば市での竜巻の際には、

翌日には私の知り合いの副大臣が被災した

現場に入って状況を把握し被害への対応を

行いました。したがって今回の政府の対応 

も昨年つくば市での対応に基づいて対策を

打っていると思います。 

また、国会では各省庁を呼んで、今回の竜

巻被害に対する政府の対応をヒアリングす

るとともに、今後の防災上の改善点につい

て話し合いました。今の段階では竜巻を特

定したものではないものの、既存の法律に

よる竜巻災害への補償は行うことができま

す。例えば、被災者生活再建支援法という

法律が発動できるのです。これには、たと

えば人口１０万人を超える自治体なら全壊

した家屋が１０世帯以上なくてはならない

というような要件があるのですが、その要

件を満たせば、被災者に対し被害状況に応

じた支援金を支給することができます。 

 これは案外知られていないのですが、一

般的な火災保険でも竜巻被害は補償の対象

となっています。一般的な火災保険には風

災の補償が最初から備わっており、竜巻は

台風と同じく風災の一種である旋風・暴風

と解釈されるからです。（個別には保険会社

にご確認ください。） 

 後日、私の事務所からも越谷市の災害ボ

ランティアに、所員を派遣させていただき

ました。 

 

越谷市役所にて市長と意見交換を行う 

 

竜巻被害の現場で災害ボランティアに参加 


